
◆ ◆ ・ 地域密着型認知症対応型共同生活介護（グループホーム）について
・ 第10期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について

◆ ◆ 令和8年4月27日（月） 午後1時30分から

◆ ◆ 阪南市尾崎町35-1

阪南市役所　３階全員協議会室

　

◆ ◆ 会議を傍聴できる方は、次のいずれかに該当する方です。

（１） 本市の区域内に住所を有する者

（２） 本市の区域内に存する事務所又は事務所に勤務する者

（３） 本市の区域内に存する学校に在学する者

（４） 本市の区域内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他団体

（５） 市税の納税義務がある者

（６） 前各号に掲げるもののほか、当該議題に利害関係を有する者

◆ ◆ ５名

傍聴を希望される方は、会議の開催時刻１５分前までに、会場におきまして

協議会の許可を得た上で、入場することができます。なお、傍聴希望者が定員

を超えた場合は、抽選を行います。

問い合せ先

〒５９９－０２９２

大阪府阪南市尾崎町３５番地の１

阪南市介護保険運営協議会事務局（阪南市健康福祉部介護保険課）

℡　０７２－4７１－５６７８（代）　　内線：2477・2483

阪 南 市 介 護 保 険 運 営 協 議 会

議 題

と き

と こ ろ

傍聴できる方

傍 聴 定 員

会議開催のお知らせ

阪南市地域密着型サービス運営委員会



１． 会議を傍聴しようとする者は、指定した場所において住所､氏名を傍聴人申込書に記入

して下さい。

２． 傍聴人の定員は５人です。

３． 傍聴人は傍聴席以外に入ることができません。

４． 次に該当する者は、傍聴することができません。

（１） 銃器その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

（２） 酒気を帯びていると認められる者

（３） 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

（４） 笛、ラッパ、太鼓その他楽器を持っている者

（５） その他会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者

５． 傍聴席においては次の事項を守って、静穏に傍聴してください。

これに違反するときは会長が制止し、なお従わない時は退場を命じます。

（１） 会議における言動に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

（２） はち巻き、たすき、リボン､ゼッケン、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。

（３） 飲食または喫煙をしないこと。

（４） 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。

（５） 傍聴において写真、ビデオ等の撮影又は録音をしてはならない。ただし、会長の許可

を得た場合はこの限りではない。

（６） その他会議の妨害になるような行為をしないこと。

６． 傍聴人はすべて係員の指示に従ってください。

傍聴人の心得

阪南市介護保険運営協議会長


